
 

傍聴を希望される方へ 

 

 

 傍聴人の方は、事務局の指示があってからご入室ください。 

 

 

案件によっては、非公開となる場合があります。その場合は、傍聴が認められません

のでご了承ください。 

 

 また、傍聴人の方には、次の事項を守っていただくことになりますので、あらかじめ 

ご承知おきください。（山県市附属機関等傍聴要領第６条） 

 

 

（１） 会議開催中は静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表 

明しないこと。 

（２） 私語、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること又は他人の迷惑となる行為をし 

ないこと。 

（３） 携帯電話等無線機器の電源を切ること。 

（４） 飲食又は喫煙をしないこと。 

（５） その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。（写真、映 

画等の撮影及び録音等の禁止） 

 

以上の項目について、守っていただけない場合は、会長判断により、退席を願うことが

あります。 

 

また、採決時には、退席いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。  
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